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(57)【要約】
　ネットワークのユーザを結合することを含むネットワ
ーク動作及び情報処理のためのシステム及び方法が開示
されている。ある１つの実施例では、パブリックアクセ
ス・ネットワークのユーザを結合する方法が提供される
。更に、この方法は、処理コンポーネントをパブリック
アクセス・ネットワークと関連付けるステップと、パブ
リックアクセス・ネットワークを用いる承認を求めるリ
クエストを伝送するステップであって、ユーザと関連付
けられている特定の識別子を伝送することを含む、ステ
ップと、処理ソフトウェアによって特定の識別子の関数
として決定されたデータを含む第１のデータを伝送する
ステップと、ユーザのためにネットワークへの接続を開
放するステップと、を含む。１又は複数の別の実施例で
は、特定の識別子は、処理コンポーネントのＩＤ若しく
はユーザと関連付けられたデバイスのＭＡＣアドレスを
含むか、又は、それらの関数である。他の実施例では、
収集された情報に基づいてネットワークにアクセスする
ユーザのプロファイルを構築することが含まれる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パブリックアクセス・ネットワークのユーザを結合（engage）する方法であって、
　処理ソフトウェアと関連付けられている処理コンポーネントを前記パブリックアクセス
・ネットワークと関連付けるステップと、
　アクセス・デバイスのユーザと関連付けられているリクエストであって前記パブリック
アクセス・ネットワークを用いる承認を求めるリクエストを伝送するステップであって、
前記リクエストと共に前記ユーザ・アクセス・デバイスのＩＰアドレスを伝送することを
含む、ステップと、
　前記処理ソフトウェアによって前記ＩＰアドレスの関数として決定されスプラッシュ・
ページを含む第１のデータを伝送するステップと、
　前記ユーザのために前記ネットワークへの接続を開放するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、前記関数はルーティング／接続デバイス（ＲＣＤ）のＩ
Ｐアドレスとデータベースとを相互に参照して地理的位置を決定することを特徴とする方
法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザと関連付けられている計
算デバイスのＭＡＣアドレスを含むことを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、前記第１のデータはアクセス・デバイスＩＤを含むこと
を特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザ又は前記アクセス・デバ
イスと関連付けられている地理的位置を示す情報を含むことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１記載の方法において、使用頻度と使用パターンとセッションの長さと使用時刻
とローカル・ユーザの使用と訪問ユーザの使用との中の１つ又は複数を含む使用関係情報
を決定するステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１記載の方法において、リアルタイムの履歴記録を含むユーザ情報を決定するス
テップと維持するステップとの一方又は両方を更に含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１記載の方法において、前記ネットワークと関連付けられているユーザ・アクテ
ィビティのセキュリティ又はインテグリティを前記ユーザが上昇させることを認証するス
テップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項１記載の方法において、ビジネス上の／商業的な利益に関し位置に特有の又は位
置に基づくデータ／情報（例えば、広告など）を配信するステップを更に含むことを特徴
とする方法。
【請求項１０】
　請求項１記載の方法において、前記スプラッシュ・ページはスポンサと関連付けされて
いるスポンサ・メディアを含むことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項１０記載の方法において、前記関数はルーティング／接続デバイス（ＲＣＤ）の
ＩＰアドレスとデータベースとを相互に参照して地理的位置を決定することを特徴とする
方法。
【請求項１２】
　請求項１０記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザと関連付けられている
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計算デバイスのＭＡＣアドレスを含むことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１０記載の方法において、前記第１のデータはアクセス・デバイスＩＤを含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１０記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザ又は前記アクセス・デ
バイスと関連付けられている地理的位置を示す情報を含むことを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１０記載の方法において、使用頻度と使用パターンとセッションの長さと使用時
刻とローカル・ユーザの使用と訪問ユーザの使用との中の１つ又は複数を含み使用に関係
する情報を決定するステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１０記載の方法において、リアルタイムな履歴記録を含むユーザ情報を決定する
ステップと維持するステップとの一方又は両方を更に含むことを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１０記載の方法において、前記ネットワークと関連付けられているユーザ・アク
ティビティのセキュリティ又はインテグリティを前記ユーザが上昇させることを認証する
ステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１０記載の方法において、ユーザ情報を収集するステップと、前記ユーザ情報に
基づいて特定のユーザのためのプロファイルを構築するステップとを更に含むことを特徴
とする方法。
【請求項１９】
　請求項１０記載の方法において、商業的な相互作用を可能にするものであって位置に特
有の又は位置に基づくデータ／情報（例えば、広告など）を配信するステップを更に含む
ことを特徴とする方法。
【請求項２０】
　パブリックアクセス・ネットワークのユーザを結合（engage）する方法であって、
　処理ソフトウェアと関連付けられている処理コンポーネントを前記パブリックアクセス
・ネットワークと関連付けるステップと、
　アクセス・デバイスのユーザと関連付けられているリクエストであって前記パブリック
アクセス・ネットワークを用いる承認を求めるリクエストを伝送するステップであって、
前記リクエストと共に前記ユーザ・アクセス・デバイスのＩＰアドレスを伝送することを
含む、ステップと、
　前記処理ソフトウェアによって前記ＩＰアドレスの関数として決定され前記アクセス・
デバイスの位置に基づく情報を含む第１のデータを伝送するステップと、
　前記ユーザのために前記ネットワークへの接続を開放するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２１】
　請求項２０記載の方法において、前記関数はルーティング／接続デバイス（ＲＣＤ）の
ＩＰアドレスとデータベースとを相互に参照して地理的位置を決定することを特徴とする
方法。
【請求項２２】
　請求項２０記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザと関連付けられている
計算デバイスのＭＡＣアドレスを含むことを特徴とする方法。
【請求項２３】
　請求項２０記載の方法において、前記第１のデータはアクセス・デバイスＩＤを含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項２４】
　請求項２０記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザ又は前記アクセス・デ
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バイスと関連付けられている地理的位置を示す情報を含むことを特徴とする方法。
【請求項２５】
　請求項２０記載の方法において、使用頻度と使用パターンとセッションの長さと使用時
刻とローカル・ユーザの使用と訪問ユーザの使用との中の１つ又は複数を含む使用関係情
報を決定するステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項２６】
　請求項２０記載の方法において、リアルタイムの履歴記録を含むユーザ情報を決定する
ステップと維持するステップとの一方又は両方を更に含むことを特徴とする方法。
【請求項２７】
　請求項２０記載の方法において、前記ネットワークと関連付けられているユーザ・アク
ティビティのセキュリティ又はインテグリティを前記ユーザが上昇させることを認証する
ステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項２８】
　請求項２０記載の方法において、ユーザ情報を収集するステップと、前記ユーザ情報に
基づいて特定のユーザのためのプロファイルを構築するステップとを更に含むことを特徴
とする方法。
【請求項２９】
　請求項２０記載の方法において、商業的な相互作用を可能にするものであって位置に特
有の又は位置に基づくデータ／情報（例えば、広告など）を配信するステップを更に含む
ことを特徴とする方法。
【請求項３０】
　パブリックアクセス・ネットワークのユーザを結合（engage）する方法であって、
　処理ソフトウェアと関連付けられている処理コンポーネントを前記パブリックアクセス
・ネットワークと関連付けるステップと、
　アクセス・デバイスのユーザと関連付けられているリクエストであって前記パブリック
アクセス・ネットワークを用いる承認を求めるリクエストを伝送するステップであって、
前記リクエストと共に前記ユーザ・アクセス・デバイスのＩＰアドレスを含む前記ユーザ
のための識別子情報を伝送することを含む、ステップと、
　前記処理ソフトウェアによって前記ＩＰアドレスの関数として決定され前記アクセス・
デバイスの位置に基づく情報を含む第１のデータを伝送するステップと、
　前記ユーザのために前記ネットワークへの接続を開放するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項３１】
　請求項３０記載の方法において、前記関数はルーティング／接続デバイス（ＲＣＤ）の
ＩＰアドレスとデータベースとを相互に参照して地理的位置を決定することを特徴とする
方法。
【請求項３２】
　請求項３０記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザと関連付けられている
計算デバイスのＭＡＣアドレスを含むことを特徴とする方法。
【請求項３３】
　請求項３０記載の方法において、前記第１のデータはアクセス・デバイスＩＤを含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項３４】
　請求項３０記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザ又は前記アクセス・デ
バイスと関連付けられている地理的位置を示す情報を含むことを特徴とする方法。
【請求項３５】
　請求項３０記載の方法において、使用頻度と使用パターンとセッションの長さと使用時
刻とローカル・ユーザの使用と訪問ユーザの使用との中の１つ又は複数を含む使用関係情
報を決定するステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項３６】
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　請求項３０記載の方法において、リアルタイムの履歴記録を含むユーザ情報を決定する
ステップと維持するステップとの一方又は両方を更に含むことを特徴とする方法。
【請求項３７】
　請求項３０記載の方法において、前記ネットワークと関連付けられているユーザ・アク
ティビティのセキュリティ又はインテグリティを前記ユーザが上昇させることを認証する
ステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項３８】
　請求項３０記載の方法において、ユーザ情報を収集するステップと、前記ユーザ情報に
基づいて特定のユーザのためのプロファイルを構築するステップとを更に含むことを特徴
とする方法。
【請求項３９】
　請求項３０記載の方法において、商業的な相互作用を可能にするものであって位置に特
有の又は位置に基づくデータ／情報（例えば、広告など）を配信するステップを更に含む
ことを特徴とする方法。
【請求項４０】
　パブリックアクセス・ネットワークのユーザを結合（engage）する方法であって、
　処理ソフトウェアと関連付けられている処理コンポーネントを前記パブリックアクセス
・ネットワークと関連付けるステップと、
　アクセス・デバイスのユーザと関連付けられているリクエストであって前記パブリック
アクセス・ネットワークを用いる承認を求めるリクエストを伝送するステップであって、
前記リクエストと共に前記ユーザ・アクセス・デバイスのＩＰアドレスを伝送することを
含む、ステップと、
　前記処理ソフトウェアによって前記ＩＰアドレスの関数として決定され前記ネットワー
クの使用に関する条件／規定情報を含む第１のデータを伝送するステップと、
　前記ユーザのために前記ネットワークへの接続を開放するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項４１】
　請求項４０記載の方法において、前記関数はルーティング／接続デバイス（ＲＣＤ）の
ＩＰアドレスとデータベースとを相互に参照して地理的位置を決定することを特徴とする
方法。
【請求項４２】
　請求項４０記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザと関連付けられている
計算デバイスのＭＡＣアドレスを含むことを特徴とする方法。
【請求項４３】
　請求項４０記載の方法において、前記第１のデータはアクセス・デバイスＩＤを含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項４４】
　請求項４０記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザ又は前記アクセス・デ
バイスと関連付けられている地理的位置を示す情報を含むことを特徴とする方法。
【請求項４５】
　請求項４０記載の方法において、使用頻度と使用パターンとセッションの長さと使用時
刻とローカル・ユーザの使用と訪問ユーザの使用との中の１つ又は複数を含む使用関係情
報を決定するステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項４６】
　請求項４０記載の方法において、リアルタイムの履歴記録を含むユーザ情報を決定する
ステップと維持するステップとの一方又は両方を更に含むことを特徴とする方法。
【請求項４７】
　請求項４０記載の方法において、前記ネットワークと関連付けられているユーザ・アク
ティビティのセキュリティ又はインテグリティを前記ユーザが上昇させることを認証する
ステップを更に含むことを特徴とする方法。
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【請求項４８】
　請求項４０記載の方法において、ユーザ情報を収集するステップと、前記ユーザ情報に
基づいて特定のユーザのためのプロファイルを構築するステップとを更に含むことを特徴
とする方法。
【請求項４９】
　請求項４０記載の方法において、商業的な相互作用を可能にするものであって位置に特
有の又は位置に基づくデータ／情報（例えば、広告など）を配信するステップを更に含む
ことを特徴とする方法。
【請求項５０】
　パブリックアクセス・ネットワークのユーザを結合（engage）する方法であって、
　処理ソフトウェアと関連付けられている処理コンポーネントを前記パブリックアクセス
・ネットワークと関連付けるステップと、
　アクセス・デバイスのユーザと関連付けられているリクエストであって前記パブリック
アクセス・ネットワークを用いる承認を求めるリクエストを伝送するステップであって、
前記リクエストと共にユーザ・ログイン情報を伝送することを含む、ステップと、
　前記処理ソフトウェアによって前記ユーザ・ログイン情報の関数として決定されスプラ
ッシュ・ページを含む第１のデータを伝送するステップと、
　前記ユーザのために前記ネットワークへの接続を開放するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項５１】
　請求項５０記載の方法において、前記ユーザ・ログイン情報はユーザ名及びパスワード
情報を含むことを特徴とする方法。
【請求項５２】
　請求項５０記載の方法において、前記関数は前記ユーザ・ログイン情報とデータベース
とを相互に参照して地理的位置を決定することを特徴とする方法。
【請求項５３】
　請求項５０記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザと関連付けられている
計算デバイスのＭＡＣアドレスを含むことを特徴とする方法。
【請求項５４】
　請求項５０記載の方法において、前記第１のデータはアクセス・デバイスＩＤを含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項５５】
　請求項５０記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザ又は前記アクセス・デ
バイスと関連付けられている地理的位置を示す情報を含むことを特徴とする方法。
【請求項５６】
　請求項５０記載の方法において、使用頻度と使用パターンとセッションの長さと使用時
刻とローカル・ユーザの使用と訪問ユーザの使用との中の１つ又は複数を含む使用関係情
報を決定するステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項５７】
　請求項５０記載の方法において、リアルタイムの履歴記録を含むユーザ情報を決定する
ステップと維持するステップとの一方又は両方を更に含むことを特徴とする方法。
【請求項５８】
　請求項５０記載の方法において、前記ネットワークと関連付けられているユーザ・アク
ティビティのセキュリティ又はインテグリティを前記ユーザが上昇させることを認証する
ステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項５９】
　請求項５０記載の方法において、ビジネス上の／商業的な利益に関し位置に特有の又は
位置に基づくデータ又は情報（例えば、広告など）を配信するステップを更に含むことを
特徴とする方法。
【請求項６０】
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　請求項５０記載の方法において、前記スプラッシュ・ページはスポンサと関連付けされ
ているスポンサ・メディアを含むことを特徴とする方法。
【請求項６１】
　請求項６０記載の方法において、前記関数は前記ユーザ・ログイン情報とデータベース
とを相互に参照して地理的位置を決定することを特徴とする方法。
【請求項６２】
　請求項６０記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザと関連付けられている
計算デバイスのＭＡＣアドレスを含むことを特徴とする方法。
【請求項６３】
　請求項６０記載の方法において、前記第１のデータはアクセス・デバイスＩＤを含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項６４】
　請求項６０記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザ又は前記アクセス・デ
バイスと関連付けられている地理的位置を示す情報を含むことを特徴とする方法。
【請求項６５】
　請求項６０記載の方法において、使用頻度と使用パターンとセッションの長さと使用時
刻とローカル・ユーザの使用と訪問ユーザの使用との中の１つ又は複数を含み使用に関係
する情報を決定するステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項６６】
　請求項６０記載の方法において、リアルタイムな履歴記録を含むユーザ情報を決定する
ステップと維持するステップとの一方又は両方を更に含むことを特徴とする方法。
【請求項６７】
　請求項６０記載の方法において、前記ネットワークと関連付けられているユーザ・アク
ティビティのセキュリティ又はインテグリティを前記ユーザが上昇させることを認証する
ステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項６８】
　請求項６０記載の方法において、ユーザ情報を収集するステップと、前記ユーザ情報に
基づいて特定のユーザのためのプロファイルを構築するステップとを更に含むことを特徴
とする方法。
【請求項６９】
　請求項６０記載の方法において、商業的な相互作用を可能にするものであって位置に特
有の又は位置に基づくデータ又は情報（例えば、広告など）を配信するステップを更に含
むことを特徴とする方法。
【請求項７０】
　パブリックアクセス・ネットワークのユーザを結合（engage）する方法であって、
　処理ソフトウェアと関連付けられている処理コンポーネントを前記パブリックアクセス
・ネットワークと関連付けるステップと、
　アクセス・デバイスのユーザと関連付けられているリクエストであって前記パブリック
アクセス・ネットワークを用いる承認を求めるリクエストを伝送するステップであって、
前記リクエストと共にユーザ・ログイン情報を伝送することを含む、ステップと、
　前記処理ソフトウェアによって前記ユーザ・ログイン情報の関数として決定され前記ア
クセス・デバイスの位置に基づく情報を含む第１のデータを伝送するステップと、
　前記ユーザのために前記ネットワークへの接続を開放するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項７１】
　請求項７０記載の方法において、前記関数は前記ユーザ・ログイン情報とデータベース
とを相互に参照して地理的位置を決定することを特徴とする方法。
【請求項７２】
　請求項７０記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザと関連付けられている
計算デバイスのＭＡＣアドレスを含むことを特徴とする方法。
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【請求項７３】
　請求項７０記載の方法において、前記第１のデータはアクセス・デバイスＩＤを含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項７４】
　請求項７０記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザ又は前記アクセス・デ
バイスと関連付けられている地理的位置を示す情報を含むことを特徴とする方法。
【請求項７５】
　請求項７０記載の方法において、使用頻度と使用パターンとセッションの長さと使用時
刻とローカル・ユーザの使用と訪問ユーザの使用との中の１つ又は複数を含む使用関係情
報を決定するステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項７６】
　請求項７０記載の方法において、リアルタイムの履歴記録を含むユーザ情報を決定する
ステップと維持するステップとの一方又は両方を更に含むことを特徴とする方法。
【請求項７７】
　請求項７０記載の方法において、前記ネットワークと関連付けられているユーザ・アク
ティビティのセキュリティ又はインテグリティを前記ユーザが上昇させることを認証する
ステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項７８】
　請求項７０記載の方法において、ユーザ情報を収集するステップと、前記ユーザ情報に
基づいて特定のユーザのためのプロファイルを構築するステップとを更に含むことを特徴
とする方法。
【請求項７９】
　請求項７０記載の方法において、商業的な相互作用を可能にするものであって位置に特
有の又は位置に基づくデータ又は情報（例えば、広告など）を配信するステップを更に含
むことを特徴とする方法。
【請求項８０】
　パブリックアクセス・ネットワークのユーザを結合（engage）する方法であって、
　処理ソフトウェアと関連付けられている処理コンポーネントを前記パブリックアクセス
・ネットワークと関連付けるステップと、
　アクセス・デバイスのユーザと関連付けられているリクエストであって前記パブリック
アクセス・ネットワークを用いる承認を求めるリクエストを伝送するステップであって、
前記リクエストと共にユーザ・ログイン情報を含む前記ユーザのための識別子情報を伝送
することを含む、ステップと、
　前記処理ソフトウェアによって前記ユーザ・ログイン情報の関数として決定され前記ア
クセス・デバイスの位置に基づく情報を含む第１のデータを伝送するステップと、
　前記ユーザのために前記ネットワークへの接続を開放するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項８１】
　請求項８０記載の方法において、前記関数は前記ユーザ・ログイン情報とデータベース
とを相互に参照して地理的位置を決定することを特徴とする方法。
【請求項８２】
　請求項８０記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザと関連付けられている
計算デバイスのＭＡＣアドレスを含むことを特徴とする方法。
【請求項８３】
　請求項８０記載の方法において、前記第１のデータはアクセス・デバイスＩＤを含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項８４】
　請求項８０記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザ又は前記アクセス・デ
バイスと関連付けられている地理的位置を示す情報を含むことを特徴とする方法。
【請求項８５】
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　請求項８０記載の方法において、使用頻度と使用パターンとセッションの長さと使用時
刻とローカル・ユーザの使用と訪問ユーザの使用との中の１つ又は複数を含む使用関係情
報を決定するステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項８６】
　請求項８０記載の方法において、リアルタイムの履歴記録を含むユーザ情報を決定する
ステップと維持するステップとの一方又は両方を更に含むことを特徴とする方法。
【請求項８７】
　請求項８０記載の方法において、前記ネットワークと関連付けられているユーザ・アク
ティビティのセキュリティ又はインテグリティを前記ユーザが上昇させることを認証する
ステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項８８】
　請求項８０記載の方法において、ユーザ情報を収集するステップと、前記ユーザ情報に
基づいて特定のユーザのためのプロファイルを構築するステップとを更に含むことを特徴
とする方法。
【請求項８９】
　請求項８０記載の方法において、商業的な相互作用を可能にするものであって位置に特
有の又は位置に基づくデータ又は情報（例えば、広告など）を配信するステップを更に含
むことを特徴とする方法。
【請求項９０】
　パブリックアクセス・ネットワークのユーザを結合（engage）する方法であって、
　処理ソフトウェアと関連付けられている処理コンポーネントを前記パブリックアクセス
・ネットワークと関連付けるステップと、
　アクセス・デバイスのユーザと関連付けられているリクエストであって前記パブリック
アクセス・ネットワークを用いる承認を求めるリクエストを伝送するステップであって、
前記リクエストと共にユーザ・ログイン情報を伝送することを含む、ステップと、
　前記処理ソフトウェアによって前記ユーザ・ログイン情報の関数として決定され前記ネ
ットワークの使用に関する条件／規定情報を含む第１のデータを伝送するステップと、
　前記ユーザのために前記ネットワークへの接続を開放するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項９１】
　請求項９０記載の方法において、前記関数はルーティング／接続デバイス（ＲＣＤ）の
ＩＰアドレスとデータベースとを相互に参照して地理的位置を決定することを特徴とする
方法。
【請求項９２】
　請求項９０記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザと関連付けられている
計算デバイスのＭＡＣアドレスを含むことを特徴とする方法。
【請求項９３】
　請求項９０記載の方法において、前記第１のデータはアクセス・デバイスＩＤを含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項９４】
　請求項９０記載の方法において、前記第１のデータは前記ユーザ又は前記アクセス・デ
バイスと関連付けられている地理的位置を示す情報を含むことを特徴とする方法。
【請求項９５】
　請求項９０記載の方法において、使用頻度と使用パターンとセッションの長さと使用時
刻とローカル・ユーザの使用と訪問ユーザの使用との中の１つ又は複数を含む使用関係情
報を決定するステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項９６】
　請求項９０記載の方法において、リアルタイムの履歴記録を含むユーザ情報を決定する
ステップと維持するステップとの一方又は両方を更に含むことを特徴とする方法。
【請求項９７】
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　請求項９０記載の方法において、前記ネットワークと関連付けられているユーザ・アク
ティビティのセキュリティ又はインテグリティを前記ユーザが上昇させることを認証する
ステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項９８】
　請求項９０記載の方法において、ユーザ情報を収集するステップと、前記ユーザ情報に
基づいて特定のユーザのためのプロファイルを構築するステップとを更に含むことを特徴
とする方法。
【請求項９９】
　請求項９０記載の方法において、商業的な相互作用を可能にするものであって位置に特
有の又は位置に基づくデータ／情報（例えば、広告など）を配信するステップを更に含む
ことを特徴とする方法。
【請求項１００】
　請求項１から請求項９９までのいずれかの請求項に記載の方法において、クライアント
・トゥー・クライアントのスヌーピングを防止するイントラセル・ブロッキングがradius
なしの技術を用いて達成されることを特徴とする方法。
【請求項１０１】
　請求項１から請求項１００までのいずれかの請求項に記載の方法において、アクセス・
デバイス（すなわち、アクセス・ポイント、サーバなど）を前記ネットワークの中に展開
する及び／又は実装するステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項１０２】
　請求項１から請求項１０１までのいずれかの請求項に記載の方法において、前記ユーザ
のネットワーク・トラフィックを少なくとも初期には特定の処理ノードにルーティング及
び／又はリダイレクトするステップを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項１０３】
　請求項１から請求項１０２までのいずれかの請求項に記載の方法において、前記第１の
データは、初期ページ、スプラッシュ・ページ、ホーム・ページ、条件及び規定のページ
、受諾ページ、第１のページ及び／又は他のページなどのページを含み、これらのページ
の任意の組合せにより、ページ伝送の最小化、広告又はそれ以外の所望のマテリアルの提
供、特定のユーザをターゲットにする情報の提供及び／又はアドレシングのなされた任意
の他のユーザ相互作用の論理的命令の実行など様々な目的を達成するように作用すること
を特徴とする方法。
【請求項１０４】
　請求項１から請求項１０３までのいずれかの請求項に記載の方法において、前記接続の
ために帯域幅及び／又は満了時期に関する命令を伝送するステップを更に含むことを特徴
とする方法。
【請求項１０５】
　請求項１から請求項１０４までのいずれかの請求項に記載の方法において、前記処理ソ
フトウェアは、使用頻度、使用パターン、セッションの長さ、前記ユーザが訪問者なのか
ローカルな人間なのか、使用時刻及び／又はそれ以外の使用に関する統計などのユーザ／
使用に関する情報を決定することを特徴とする方法。
【請求項１０６】
　請求項１から請求項１０５までのいずれかの請求項に記載の方法において、ロギング、
費用請求、帯域幅制御、サービスの品質などの情報処理機能を更に含むことを特徴とする
方法。
【請求項１０７】
　請求項１から請求項１０６までのいずれかの請求項に記載の方法において、選択された
又はサードパーティのアプリケーション・ベンダに収集されたすべてのデータを収集する
及び／又はパージングし前記アプリケーションの特定の特徴（例えば、個々のユーザの使
用態様によって定義されるユーザのタイプをターゲットとする、場所や１日の中の時刻や
機構に依存するアプリケーションなど）を用いて収集されたデータの任意の組合せをレバ
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レッジ、ターゲット及び／又はフィルタリングすることができるアプリケーションをイネ
ーブルすることを特徴とする方法。
【請求項１０８】
　請求項１から請求項１０７までのいずれかの請求項に記載の方法において、収集された
情報の累積的クラスに基づいて特定のユーザのプロファイルを構築するステップを更に含
むことを特徴とする方法。
【請求項１０９】
　請求項１から請求項１０８までのいずれかの請求項に記載の方法において、識別子又は
ＭＡＣアドレスの一方又は両方のフィルタリング、ブロッキング及び／又はＶｏＩＰサー
ビスのためのイネーブリングを更に含むことを特徴とする方法。
【請求項１１０】
　請求項１から請求項１０９までのいずれかの請求項に記載の方法において、電子的文書
（例えば、ＸＭＬ）を様々なネットワーク・コンポーネントに送信及び／又はパーズして
ユーザ又は広告主（コンテンツ）のカスタマイズを可能にする能力を更に含むことを特徴
とする方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本特許出願は、２００５年３月２２日に出願された米国特許仮出願第６０／６６４，３
２２号に基づくものであり、その内容をすべて援用する。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、広くは、ネットワーク動作及び情報処理のシステム及び方法に関するもので
あり、更に詳しくは、ネットワークのユーザを結合する（engage）ことを含むシステム及
び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ネットワーク動作及び情報処理に関する既存のシステムは、ユーザ、ユーザ・デバイス
及び／又は従前の使用情報に関する特定された情報を用いたり取得することなく、ネット
ワークのユーザを結合させるのが通常である。特定された情報を用いたり取得したりする
ことがない結果として、そのようなシステムには様々な短所がある。例えば、ネットワー
ク・アクセスに課金する必要があり、最も効果的なコンテンツを配信することができない
でいる。更に、特定された情報を取得することなく事後的に処理することがないため、そ
のようなシステムでは、プロセス又は期間の全体を通じて最も効果的にコンテンツを配信
することができない。
【０００４】
　例えば、インターネットのユーザは、例えばニュース関連のサイトやポータルなどウェ
ブ上にあるコンテンツが豊かなサイトから情報を取得する。そのようなサイトでは、ユー
ザが求めているコンテンツを提供する他のサイトへのリンクが提供され、あるいは、サー
チ・エンジンを用いると、ユーザが求めている情報を提供するサイトを見つけることがで
きる。ベンダ、広告提供者、ウェブサイトはどは、様々な技術を用いて、受け手から希望
する応答が得られるようにコンテンツを配信するという一義的な目的を有している（例え
ば、収入を生み出すような１又は複数の商業的なアクティビティを含むコンテンツ）。こ
の点で、コンテンツの受け手又は潜在的な受け手に関する情報を累積するには、プロファ
イリング、使用履歴のトレーシング、行動をトラッキングするマーカの使用など、様々な
方法や技術が含まれる。しかし、これらの方法の短所は、正確に狙いが付けられたコンテ
ンツを提供すること、及び／又は、適切にローカライズされたコンテンツ（例えば、広告
）をそれぞれのエンド・ユーザに向けられた様々な情報の配信に含めることができない点
にある。
【０００５】
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　従って、ウェブサイトとは独立なユーザ・プロファイル関連情報を用いて累積する効率
的であり、使用が容易で、適応的な学習システムに対する必要性が存在している。そのよ
うなシステムは、更新が可能で、適応的な処理ができ、狙いの付けられたコンテンツを、
急激に拡大しているモバイル計算環境にリアルタイムで配信できることが必要である。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明によるシステム、方法及び製品は、ネットワークのユーザを結合することを含む
ネットワーク動作及び情報処理に向けられている。以下の明細書及び図面で説明されてい
るように、そのようなシステム、方法及び製品の様々な実施例が開示されている。
【０００７】
　ある例示的な実施例では、パブリックアクセス・ネットワークのユーザを結合（engage
）する方法が提供される。更に、この方法は、処理ソフトウェアと関連付けられている処
理コンポーネントを前記パブリックアクセス・ネットワークと関連付けるステップと、ア
クセス・デバイスのユーザと関連付けられているリクエストであって前記パブリックアク
セス・ネットワークを用いる承認を求めるリクエストを伝送するステップであって、前記
リクエストと共に前記ユーザ・アクセス・デバイスのＩＰアドレスを伝送することを含む
、ステップと、前記処理ソフトウェアによって前記ＩＰアドレスの関数として決定されス
プラッシュ・ページを含む第１のデータを伝送するステップと、前記ユーザのために前記
ネットワークへの接続を開放するステップと、を含む。別の１又は複数の実施例では、特
定の識別子は、ユーザと関連付けされているデバイスの処理コンポーネントＩＤ又はＭＡ
Ｃ（マシン・アドレス・コード）を含むか、又は、それらの関数でありうる。他の例示的
な実施例では、収集された情報に基づいてネットワークにアクセスするユーザのプロファ
イルを構築することを含む。
【０００８】
　以上の一般的な説明と以下で行う詳細な説明とは、例示的かつ説明的なものに過ぎない
のであって、本発明を限定することを意図しないことを理解すべきである。更なる特徴及
び変更をこの出願において説明する内容に追加することが可能である。例えば、本発明は
、以下の詳細な説明において開示される複数の特徴を様々に組み合わせることにも向けら
れている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　添付の図面は、この明細書の一部を構成しており、本発明の様々な実施例と特徴とを図
解し、明細書と共に、本発明の原理を説明している。
【００１０】
　ここで、本発明の実施例を詳細に参照することにするが、実施例は、添付の図面に図解
されている。以下の説明で述べられているのは、特許請求の範囲に記載された発明による
実装のすべてを表してはいない。そうではなく、以下で説明される実装は、本発明に関係
するいくつかの特徴に従った例に過ぎない。なお、可能な限り、すべての図面を通じて、
同じ参照番号を用いて同じ又は類似の構成要素を指すようになっている。
【００１１】
　多くのシステムや環境は、ネットワーク、ネットワーク動作、関連する情報処理と共に
用いられている。これらのシステムや環境は、以下で開示されるハードウェア、ソフトウ
ェア及びファームウェアを含む様々なコンポーネントを用いて実装することができる。こ
の明細書を通じて開示されるネットワーク動作及び情報処理のシステム及び方法の実施例
のための例示的なシステム・アーキテクチャを、以下で説明する。
【００１２】
　図１には、本発明の１つ又は複数の実施例による例示的なシステムのブロック図が図解
されている。図１の記載は以下で述べる例示的なハードウェア及びソフトウェア要素に関
するものであるが、システムのコンポーネントは、ハードウェア、ソフトウェアの任意の
適切な一体型の又は分散型の組合せを用いて実装することができる。図１を参照すると、
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図解されているシステムは、アクセス・デバイス１２１Ａ－１２１Ｄと、ルーティング／
接続（Routing/Connectivity）デバイス（ＲＣＤ）１２５Ａ及び１２５Ｂと、デバイス及
びターゲティング・データベース・サーバ（「ＤＴＤサーバ」又は「ＤＴＤＳ」）１６０
などの１つ又は複数の処理コンポーネントと、を含んでおり、これらは、ワールド・ワイ
ド・ウェブなどのネットワーク１７０を介して接続されているのが典型的である。ＲＣＤ
１２５Ａ及び１２５Ｂとアクセス・デバイス１２１Ａ－１２１Ｄ及びそれらのユーザとＤ
ＴＤサーバ１６０との間でのネットワーク１７０を経由してのデータ処理を用いて、この
出願において開示されているユーザ結合（engagement）、ユーザ識別及びユーザ・プロフ
ァイリング機能の様々な側面が実現される。例えば、アクセス・デバイス１２１Ａ－１２
１Ｄのユーザと関連付けられておりネットワーク使用の承認を求めるリクエストは、アク
セス・デバイス１２１Ａ－１２１ＤからＤＴＤサーバ１６０に伝送される。同様に、この
リクエストに応答する第１のデータは、ＤＴＤサーバ１６０を経由して、アクセス・デバ
イス１２１Ａ－１２１Ｄに返送される。ここで用いている「第１のデータ」とは、ユーザ
・アクセス・デバイスへ送られることが意図されている初期データ、情報、ページ及び／
又はコンテンツを意味している。しかし、初期ページ、スプラッシュ・ページ、ホーム・
ページ、条件及び規定（terms and conditions）のページ、受諾（acceptance）ページ、
第１のページ、及び／又は、それ以外のページ、更には、ユーザに特有の情報に基づく妥
当性を有するそれ以外の情報には限定されない。更に、これらのページとこの情報との任
意の組合せは、ページ伝送の最小化、広告又はそれ以外の所望のマテリアルの提示、特定
のユーザに向けられた情報の提供、及び／又は、論理的な順序のここで指示される任意の
他のユーザ相互作用の実現など、様々な目的を達成する機能を有する。
【００１３】
　図１に図解されている例示的な実施例では、ルーティング／接続デバイスは、第１のＲ
ＣＤコンポーネント１２５Ａ（例えば、アクセス・ポイント）と第２のＲＣＤコンポーネ
ント１２５Ｂ（例えば、ゲートウェイ、ルータなど）とから構成されている。しかし、こ
のＲＣＤは、一体的な又はそれ以外の分散的なシステム要素としても容易に実現すること
ができる。第１のＲＣＤコンポーネント１２５Ａは、また、セットアップ・コンポーネン
ト１２７とアップロード・コンフィギュレーション・コンポーネント１２９とを含むこと
があり、これらは、特定の応用例、場所又は使用に応じてカスタマイズすることが可能で
ある。ＤＴＤサーバ１６０は、データベース１６５とソフトウェア／コード・コンポーネ
ント１６３とから構成されるが、ユーザ・プロファイル・データなどのデータは、１つ又
は複数の外部のデータベースに記憶されることもある。コンテンツ・サーバ１３０、広告
コンポーネント１４０及びサービス／ビジネス・コンポーネント１５０など、追加的な要
素がネットワーク１７０と関連付けられていることもある。ただし、これらのコンポーネ
ントは、本発明の１つ又は複数の実施例によると、システムの他の要素と一体化されたり
組み合わされたりことがあるし、全体が削除される場合もある。
【００１４】
　ユーザ・プロファイル情報などＤＴＤサーバ１６０に記憶されている情報は、ネットワ
ークと接続している又は接続を試みているユーザ１２１からＲＣＤ１２５Ａ及び１２５Ｂ
によって収集された情報を用いて、ネットワーク１７０を介して更新されうる。ある実施
例では、ＲＣＤ１２５Ａは、特定のユーザ又はデバイスが以前にシステムにアクセスした
ことがある場合には、ユーザ及びデバイス・プロファイル情報をＤＴＤサーバ１６０に要
求することがある。ある実施例では、ユーザ又はデバイス・プロファイル情報は、より迅
速なアクセスのために、ローカル・ネットワーク・キャッシュ（図示せず）にダウンロー
ドされる場合もある。ある実施例では、本発明によると、複数のＤＴＤサーバを、ネット
ワーク１７０の全体に、物理的かつ地理的に分散されるように用いられることがある。本
発明の１つ又は複数の実施例によると、ＤＴＤサーバ１６０などの処理コンポーネントは
、パブリックアクセス・ネットワークと関連付けられている。ここで「関連付ける」とい
うのは、処理デバイスが、（１）物理的又は機能的にデータ交換を許容するような態様で
ネットワークに既に接続されてきている又は現に接続されている、（２）処理コンポーネ
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ントとネットワークとの間の新たな接続を活性化する、又は、既に存在している接続を活
性化することに関係する、あるいは、（３）この出願において開示されている方法論に従
って処理を可能にする又は開始する、ことを意味する。更に、処理ソフトウェアは、物理
的に処理コンポーネントの中に含まれている又は処理コンポーネントに接続されていると
いう点で、あるいは、ネットワークのいずれかの場所にある分散型の要素であるという意
味で、処理コンポーネントと「関連付けされている」。ネットワーク１７０は、ＬＡＮ、
ＷＡＮ又はインターネットでありうる。更に、ネットワークを使用することの認証を求め
るリクエストは、アクセス・デバイスのユーザと関連付けされているのであるが、それは
、このリクエストはユーザの明示的な指示であるか、又は、単にユーザの固有のアクセス
・デバイスの機能の結果であるか、のいずれかを意味する。ある実施例では、ＲＣＤ１２
５は、例えば、プロキシム（Proxim）、リンクシス（Linksys）、ディーリンク（Dlink）
、コンプレックス（Complex）、バッファロー・テクノロジーズ（Buffalo Technologies
）、ネットギア（Netgear）、テラビーム（Terabeam）、ノマディックス（Nomadix）、プ
ラグ・イン・ゴー（Plug Inn Go）などの一般的なプロバイダからのリモート・ワイヤレ
ス・アクセス・ポイント／サーバなど、既存のアクセス・ポイント（ＡＰ）に従ったもの
である。ある実施例では、この情報処理システムは、有線技術を用いて実現することもで
きる。このシステムの実施例は、信号増幅器と、外部アンテナと、信号スプリッタと、そ
れ以外の標準的な機器とを、コンポーネントとして用いることができる。
【００１５】
　ある実施例では、図１に示されているサーバ及び関連するシステムは、標準的な市販さ
れているコンポーネント又はサーバ・クラス・コンピュータでありうる。例えば、本発明
によるＤＴＤサーバ１６０は、例えば、マイクロソフト社の（ＭＳ）ＳＱＬサーバを用い
て実現することができ、ウェブ・サーバは、マイクロソフト社の（ＭＳ）ＩＩＳサーバで
ありうる。更に、データベースの中の情報にアクセスする及び／又はデータベースに情報
を提供することができる任意の他のプログラム又はコードを用いることも可能である。別
の実施例では、システム、サーバ及び／又はシステム要素は、ＳＱＬ、ＸＭＬ、ＳＯＡＰ
、ＡＳＰ、ＨＴＴＰなどの言語を用いて、データ伝送及び処理を可能にする（イネーブル
する）ことができる。ただし、任意の適切なプログラミング言語又はツールを用いること
もできる。
【００１６】
　本発明によるシステム及び方法は、ＷｉＦｉ、ＷｉＭＡＸなどの無線ネットワークや任
意のモバイル・イーサネット（登録商標）ネットワークを含む様々なネットワーク上に実
装することができる。システム及び方法を、Ｃａｂｌｅ、ＤＳＬ、ファイバ・ベースのブ
ロードバンド・ネットワーク、有線及び無線ネットワークの任意の組合せ（例えば、Ｃａ
ｂｌｅ＋ＷｉＦｉの組合せなど）など、有線及びそれ以外のネットワークの上で実装する
ことが可能である。本発明のある実施例は、この出願で述べるように、無線／ＷｉＦｉシ
ステム（様々なタイプのＷｉＦｉ８０２．１ｂ／ａ／ｇ／ｎモバイル・イーサネット（登
録商標）標準には限定されない）や関連する情報処理方法に関係する。図１を参照すると
、公衆に無償で提供されているインターネット・ゾーンやサービスを維持する実施例が、
ここで開示されているシステムによるものである。このようなサービスは、加入又はプリ
ペイ課金に基づくものであり、又は、キャリア補助金、消費者料金及び／又は完全に無料
のアクセスの組合せでありうる。ある場合には、ネットワークがパブリックアクセスとプ
ライベートなネットワークとの両方に用いられる場合には（例えば、政府、地域、企業／
キャンパスのユーザ）、同一の基本システムを用いることができる。例えば、無料での使
用を可能にするシステムは、商業的な企業であるスポンサなどの「スポンサ」を介して提
供される位置ベースのサービスを含む情報処理によって容易になる。これらのスポンサは
、本発明によるシステム及び方法によって提供される目標付けられた（targeted）コンテ
ンツ配信やユーザ・プロファイリング機能から利益を得る。従って、これらのスポンサは
、通常であればユーザが要求されるコストを吸収するような実施例を実現する。これらの
実施例に加えて、ＤＴＤサーバによって提供されるもののようなエンド・ユーザ認証機能
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を含むエンジン又はサーバは、コマンドをＲＣＰ（例えば、アクセス・ポイントなど）や
サーバ（例えば、広告サーバ、認証サーバ、コンテンツ・サーバなど）に返送し、インタ
ーネットへの接続を開放するのに用いられる。このような接続は、無制限であるか、又は
、ユーザごとの帯域幅制限によって又はＱＯＳ（クオリティ・オブ・サービス）を維持す
るのに必要であると考えられるそれ以外の制限によって、制約される。
【００１７】
　ＤＴＤサーバ１６０は、また、エンド・ユーザを制御するが、リモート・ルータなどの
様々なリモート・ハードウェアを管理しないというオプションを有しないことによって、
世界中のハイブリッド公共インターネット・アクセス・ネットワークに本発明のシステム
がスケーリングすることを可能にする中央認証ソフトウェアを含むことがある。ＡＰ又は
サーバ（例えば、要素１２５Ａ）を管理するがリモート位置にあるルータ（例えば、要素
１２５Ｂ）を管理しないことによって、このリモート位置にある入力点デバイスは、非常
に少数のバリアを有する既存で既に用いられているネットワークと共存することが可能に
なる。例えば、既存のネットワークは上りも下りも１メガバイトのパイプを有することが
ありうるが、プロバイダは、未使用分のネットワーク帯域幅を用いることができる営業所
において無料のインターネット・ゾーンを許容することによって利益を得ることができ、
従って、公共ゾーンを上りが２５６ｋｂｐｓで下りが７００ｋｂｐｓに制限することがで
き、それぞれのユーザを、上りが１２８ｋｂｐｓ以下で下りが５００ｋｂｐｓそれぞれに
制限することができる。更に、ＤＴＤサーバのサイト・プロファイルは、ユーザからリク
エストがあれば集中的に更新が可能でありポリシーを適用することができる。また、１日
の中の時刻やそれ以外のＱＯＳに関する理由に基づいて帯域幅を調整することができる。
【００１８】
　これらのＷｉＦｉ／ＵＮエンジンの実施例は、当該ユーザと関連付けられているアクセ
ス・デバイスに関する情報を収集することによって、ユーザに関する情報を収集し提供す
る。従って、個人自身のプロファイルではなく彼らが使用する計算デバイスと関連付けさ
れている情報であるという意味において、その情報は無名性を有する。この情報は、デバ
イスと、そのデバイス上にある一時的又は恒久的なソフトウェアと、そのデバイス上にあ
る任意のユーザが入力したデータとに関係しうる。これらのデータはすべて、ＭＡＣアド
レスやそれ以外のユーザ識別子（ＵＩＤ）などの識別子を用いて捕捉され、保持され、イ
ンデクスが付けられる。それによって、反復的なユーザからの情報は、同一のデバイスが
ネットワークにアクセスする度に、確認し強化することができる。取得された情報は、例
えば、氏名、住所及びそれ以外の個人データを含む企業が通常求めるあらゆる範囲の無制
限な情報でありうる。また、取得された情報は、その範囲において制限がある場合もあり
うる。その理由は、エンド・ユーザの氏名、人種、電話番号、住所などを、プライバシに
関する制約又はその地域の法により収集し開示することが禁止されている場合があるから
である。
【００１９】
　図１のシステムの実施例は、また、プロファイル・エンジン（図示せず）を含むことが
ある。これは、ＭＡＣアドレス及び／又はそれ以外の任意の特定のソフトウェア又はハー
ドウェア・ベースのユーザ識別子（ＵＩＤ）などの識別子データを処理する機能を含む。
プロファイル・エンジンは、ＤＴＤサーバ１６０のコンポーネントである場合があるし、
また、図１のシステムの内部の任意の場所に分散されている場合もありうる。１つ又は複
数の実施例では、プロファイル・エンジンは、、関連付けされているデバイスがネットワ
ークに参加する頻度や場所に基づいて、そして更に、サーベイ質問に対する回答及び／又
はそれ以外のユーザの行為又は応答などそれ以外のユーザ・データも用いて、識別子デー
タ／ユーザのプロファイリングをするように設計されたアルゴリズムを含む。計算された
プロファイル情報は、プロセッサにおいて相関され、（増加する数値などの）値に従って
重み付けがなされ、プロファイル・グループすなわちプールの中に配置され、そのタイプ
の又はグループのユーザに関心を有するスポンサとの相関が可能になる。プールは、サー
ベイに関係するグループ分けであり、後で、図５との関係でより詳細に検討する。ユーザ
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がネットワークに参加することをリクエストすると、その識別子を場所のタグと関連付け
することができ、この情報と関連付けされているリクエストが、その場所に対する適切な
スポンサとのマッチングがなされる。よって、当該ユーザに対して特に向けられたコンテ
ンツがイネーブルされるが、その場所に関係する情報を含むサードパーティのデータベー
スからのカスタマイズされたコンテンツが含まれる。例えば、カスタマイズされたコンテ
ンツは、その場所自体、位置、アトラクション、その場所の近傍におけるイベント、その
地域において起こった又はこれから起こること（例えば、歴史的イベント、将来の地域又
はコンサート・イベント、ローカルな店舗で計画されている販売イベントなど）に関係す
る情報などが含まれる。
【００２０】
　これらの実施例によると、プロファイル・エンジンは、同一のネットワークからのそれ
ぞれのユーザに一意的である高度に関連性があり狙い打ちされた情報、広告又は特定のサ
ービスを提供することができる。更に、あるユーザによるネットワークへの反復的なアク
セスにより、プロファイル・エンジンが、当該ユーザ又は関連付けされたアクセス・デバ
イスのためのネットワーク使用情報をより多く収集することが可能になる。更に、プロフ
ァイル・エンジンは、また、地理的なゾーンごとのトレンド・レートを決定することがで
きるが、これは、その地域の広告主や、遠隔地にあるがその地域でのプレゼンスを希求し
ているスポンサにとって価値がある。これにより、地域的な広告、サービスに対する地域
的な課金、全国的な広告主やブランドがある地域や類似する特性を有する複数の地域に応
じてそのコンテンツをカスタマイズすることが可能になる（例えば、地域の気温が摂氏８
０度以上の温度を有する中西部におけるすべての近隣地域とか、アジア系の人口比率が高
い太平洋側の北西部におけるすべての近隣地域など）。
【００２１】
　ある実施例では、エンド・ユーザが計算デバイスを用いて複数のウェブサイトをブラウ
ズするときには、ＲＣＤ１２５は、ブラウジングの習慣に関する情報を収集して、その情
報をＤＴＤサーバ１６０に送る。そこでは、ユーザ及び／又はデバイスに関するデータベ
ース・プロファイルが更新される。ある実施例では、ＲＣＤ１２５はＤＴＤサーバ１６０
からも情報をダウンロードすして、この情報を修正した上で、その一部をコンテンツ・サ
ーバ１３０などのコンテンツ・サーバや、広告コンポーネント１４０などの広告関連企業
又はコンポーネントや、及び／又は、サービス／ビジネス・コンポーネント１５０などの
サービス提供企業又はコンポーネントに送る。ある実施例では、ＲＣＤ１２５又はＮＤＰ
サーバ１６０のいずれかからコンテンツ・サーバ１３０によって受信されたユーザ及び／
又はデバイス・プロファイル情報は、コンテンツ・サーバが、どの広告を広告コンポーネ
ント１４０からリトリーブすべきかを決定するのに用いることができる。コンテンツ及び
広告情報はコンテンツ・サーバ１３０によって組み合わせられ、ユーザ１２１に伝送され
るためにＲＣＤ１２５に送られる。ある実施例では、ＲＣＤ１２５は、デバイスの特性に
基づいて、ネットワーク経由で受け取ったコンテンツ又は広告を修正することができる。
例えば、クライアント１２１がハンドヘルド・デバイスである場合には、コンテンツのフ
ォーマットを修正して、そのハンドヘルド・デバイスのスクリーン及びそれ以外の特性に
よりよく適するようにすることができる。
【００２２】
　更に、上述したシステムは、また、特徴及び機能を報告する様々なシステムを含むこと
がある。例えば、ＭＡＣやＵＩＤなどの識別子情報を用いて、ユーザが移動する場合に、
ユーザをトラッキングすることが可能である。また、識別子アルゴリズム・エンジンを用
いて、他の識別子関連情報を処理し提供することが可能である。これらの実施例によると
、識別子アルゴリズム・エンジンは、識別子をデータベースに登録することができる。こ
れには、使用時刻、ＡＰ（アクセス・ポイント）位置、ユーザ・プロファイルなどが含ま
れる。この機能に関する図解は、図２から図１０までとの関係で以下で詳述される。
【００２３】
　図２は、本発明の１又は複数の実施例によるステップ２００から構成された例示的な流
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れ図を示している。図２を参照すると、本発明に関係するいくつかの特徴による情報収集
及び処理方法が図解されている。図２に示されているように、エンド・ユーザは、最初に
、公共的（パブリック）なネットワークに接続し、ウェブ・ブラウザを起動する（ステッ
プ２１０）。ブラウザは、計算デバイスのデフォルトのホームページへのアクセスを許容
されず、その代わりに、ネットワークを介してＤＴＤサーバ１６０にリダイレクト（再方
向付け、redirect）される（ステップ２２０）。ハイパーテキスト・マークアップ、レイ
ディアス課金（radius accounting）記録、バック・チャネル通信のいずれであっても、
この最も最初のハンドシェイク／データ交換から開始しながら、ＤＴＤサーバ１６０は、
ユーザ・プロファイル及びユーザ識別子情報を取得して、この情報をデータベースにセー
ブすることを開始するが、この情報は、新規なものであるか、又は、既存のプロファイル
に代わって構築される（ステップ２３０）。このプロファイルは、その個人に対するプロ
キシとしてＵＩＤを用いることによって、ユーザの匿名性を保護する。データベースに記
憶された情報は、これ以外のものも含まれるが、時間／日付情報、初期ホーム及び／又は
デフォルト・ページ情報、サーバ又はアクセス・ポイントＩＰアドレス又はＩＤから導か
れるような位置情報、当該ユーザに対する特定の識別子情報（例えば、ＭＡＣアドレスな
ど）、既存のユーザ／デバイス情報の交換及び／又はそれを将来のトランザクションの基
準のためにＵＩＤによってインデクス付けされたサードパーディの情報を記憶することを
望むサードパーティによって提供されうる追加的な情報、更には、この時点でＤＴＤサー
バ１６０によって取得される任意の他の情報などがありうる。サーベイ及びプロファイル
・エンジン処理の結果として（詳細については、図３との関係で後述される）、それぞれ
のユーザに特有のサーベイ質問が、取得された情報に従って生成される。ＤＴＤサーバ１
６０は、次に、これらのサーベイ質問と共に、条件及び規定（terms and conditions）の
ページなどの第１のデータをユーザに伝送（送信）する（ステップ２４０）。すると、ユ
ーザは、サーベイ質問に回答し、例えば「受諾」（accept）ボタンを選択することによっ
て、条件及び規定に対するアクノレッジメントを行う（ステップ２５０）。この受諾の受
信に応答して、ＤＴＤサーバ１６０は、当該ユーザのためにネットワーク接続を開放する
、又は、そうするようにネットワーク機器に命令を出す（ステップ２６０）。次に、ＤＴ
Ｄサーバ１６０は、サーベイに対する回答と任意の新規の又は関係するユーザ識別子情報
とをデータベースに記憶する（ステップ２７０）。この新たな（例えば、サーベイ）情報
に関する追加的な処理が、図４に示されているように、ＤＴＤサーバ１６０によって実行
される。この追加的な処理の機能として、ＤＴＤサーバ１６０は、ローカル・サーバ上の
クライアント・ポートを開放し（又は、ネットワーク・ハードウェアにそうするように命
令し）、ユーザを、当該個人に対してカスタマイズされたコンポーネントを用いて、ユー
ザ識別子情報の関数として決定されるスプラッシュ・ページ（ランディング・ページとし
ても知られている）にリダイレクトする（ステップ２８０）。適切なスプラッシュ・ペー
ジは、リトリーブされ、ネットワーク・キャッシュに記憶される。最終的に、アクセス・
デバイスの位置の関数として決定されるローカルなスプラッシュ・ページが、ユーザのブ
ラウザに送られる（ステップ２９０）。更に、ユーザに伝送されたすべてのコンテンツ（
例えば、第１のデータ、スプラッシュ・ページなど）は、フォーマットされ、及び／又は
、ＤＴＤサーバ１６０による決定に従って、ユーザによって用いられたアクセス・デバイ
スの特定のタイプにインデクス付けされる。ＤＴＤによって生成された累積的なプロファ
イルは、そのセッション又は以後のセッションの間に将来のために評価することができる
。
【００２４】
　図３は、処理されるサーベイ質問を含む情報が本発明の１又は複数の実施例に従ってど
のように生成され、伝送され、処理されるのかに関する例示的な手法を図解している。第
１に、識別子は、識別子アルゴリズム・エンジン３１０を用いて調べられ、当該ユーザに
対するプロファイルが存在するかどうか、もし存在する場合には、どのサーベイ質問に対
してユーザが既に回答しているかが判断される。位置と記憶されているユーザ・プロファ
イル情報とユーザの回答とに基づいて、ＤＴＤサーバ１６０は、追加的な未回答のサーベ
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イ質問を出すことを決める場合もある。これらの決定要素の関数として、判断未定のサー
ベイ質問は、条件及び規定（Ｔ＆Ｃ）ページと関連付けされる。位置ページは、サーバＩ
Ｄ、位置、ＩＰアドレスなどの関数として与えられる（ステップ３３０）。ある実施例で
は、受信された情報により、プロファイル・エンジンは、狙いの定められた（targeted）
広告（例えば、位置やユーザ・プロファイル情報などのユーザ情報によって決定されたバ
ナー広告、リッチ・メディア、ビデオ、オーディオ、それ以外の情報など）、スポンサ・
ロゴ、第１のページやスプラッシュ・ページなどのページを与えることが可能になる。
【００２５】
　図４は、本発明の１又は複数の実施例に従ってＸＭＬゲートウェイ又はレイディアス（
Radius）ベースの実装が用いられた場合に、情報がどのように収集され処理されるかに関
する別の例示的な手法を示している。図４に示されているように、ＤＴＤサーバのＸＭＬ
サービング・コンポーネントは、識別子情報（例えば、アクセス・デバイスのＭＡＣアド
レス）、当該ユーザに許容されている帯域幅、セッション満了時刻などの情報を、ＤＴＤ
サーバ４１０に送る。ＤＴＤサーバは、次に、ローカル・サーバ上のポートを開放し、識
別子及び位置情報に基づいて、ブラウザをスプラッシュ・ページにリダイレクトする（４
２０）。ＤＴＤサーバは、また、ユーザ識別子情報をリトリーブして、関連付けされたユ
ーザ・プロファイルに基づいてスプラッシュ・ページとローカルな広告情報とをダウンロ
ードする。ＤＴＤサーバは、また、ＸＭＬコンポーネントのポート番号にアクセスし、エ
ンド・ユーザ、広告、コンテンツ・プロバイダとの間でこの「バックドア」手法を経由し
てデータを取得する又は提供する別個のチャネルを実装する。レイディアス・サーバ・コ
ンポーネントは、また、ログイン・ファイルや履歴などレイディアス・ベースの環境に存
在するレイディアス記録に基づいて同様のデータ取得及び提供を達成することができる。
しかし、本発明のいくつかの実施例では、クライアント間（クライアント・トゥ・クライ
アント）のスヌーピングを防止するイントラ・セル・ブロッキングが、レイディアス手法
を用いない手法によって、達成される。
【００２６】
　図５は、本発明の１又は複数の実施例によって実行される他のデータ収集及び報告機能
に関する図解である。いくつかの実施例では、報告エンジンによって、与えられた位置に
おいて新規の反復的なユーザの数などの総計的な情報が、収集される。報告エンジンは、
これらの新規の及び反復的な（リピート）ユーザの統計を、位置、地理的情報、地域及び
ユーザ・サービスに関するそれ以外の特性に従って、パージングする。いくつかの実施例
では、ユーザによって用いられたトップ１００のデフォルトのホームページなど、ユーザ
・アクティビティ・トレンド報告のリストが、生成される。そのようなトレンド情報は、
潜在的なウェブサイト又は広告主を、ＵＮネットワーク及び狙いが定められたコンテンツ
配信サービスに対する生成された収入に狙いを定めるのに用いられる。単純なプロファイ
ルは、エンド・ユーザのどのような個人情報を知らなくても作成が可能であるが、当該ユ
ーザがネットワークにアクセスした現在の位置と１日の時刻とに基づいて結果的に関連す
るコンテンツを提供することによって、十分な情報をコンパイルすることができる。いく
つかの実施例では、プールＩＤ（ＰＩＤ）が作成され、ユーザ・プロファイルが複数のプ
ールと関連付けされる。プールとは、サーベイの結果に基づいて推論されるハイレベルの
サーベイ・ベースのグループ分け（グルーピング）である。サブ・プールＩＤは、これら
の複数のプールの中の下位のグループ（サブグループ）に対する階層的な関係を提供する
のに用いられることもある。収集される及び／又は記憶されるプールに関係する他のデー
タには、識別子プロファイル（例えば、ＭＡＣアドレス）の進展（evolution）履歴を含
む履歴プロファイル・プールＩＤ、履歴位置ＩＤ及び使用カウンタ、履歴サーベイＩＤ及
び応答、位置ごとのサーベイ結果、任意の処理コンポーネントによって維持される任意の
ユーザ又はプロファイル関係データを有するプール関係データのすべてのそれ以外の組合
せなどが含まれる。
【００２７】
　図６ないし図１０は、本発明の１又は複数の実施例のいくつかの機能を図解している流
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れ図である。図６－１０に示されているアルゴリズムの実施例におけるそれぞれのステッ
プには、６０５から１０１０までの参照番号が付してある。それぞれのステップに関する
説明を、その参照番号と共に、以下で行う。
【００２８】
　ステップ６０５では、図６に示されているように、ユーザは、無線又はイーサネット（
登録商標）接続などの任意の既知の機構を介して、ハイブリッド・ネットワークに接続す
る。アクセス・デバイス（例えば、ＰＣ、ＰＤＡ、ＷｉＦｉ電話など）は、ローカルなダ
イナミック・ホスト・コンフィギュレーション・プロトコル（ＤＨＣＰ）サーバなどのル
ーティング／接続又はネットワーク・デバイスに、ＩＰアドレスをリクエストする。
【００２９】
　ステップ６１０では、ＲＣＤ又はネットワーク・デバイスは、ＩＰアドレスをアクセス
・デバイスに割り当てる。ＭＡＣアドレスなどのアクセス・デバイスの識別子が、ＲＣＤ
又はネットワーク・デバイスに登録され、ペンディング状態に置かれる。この識別子（現
在の例では、ＭＡＣアドレス）がそのネットワークで最初に見られるものであるかユーザ
がシステムに登録したものであるときには、ＤＴＤサーバは、直ちに、この識別子情報に
基づいて、プロファイルＩＤとデータベース記録とを作成する。
【００３０】
　ステップ６１５では、エンド・ユーザはローカルなウェブ・ブラウザを起動して、この
ウェブ・ブラウザはユーザにデフォルトのホームページへ行くようにという最初のリクエ
ストを発する。
【００３１】
　ステップ６２０では、ＲＣＤ又はネットワーク・デバイスは、リクエストをインターセ
プトし、ネットワーク上のＤＴＤサーバにそのリクエストをリダイレクトする。同時に、
識別子（例えば、ここではＭＡＣアドレス）、ローカルなＩＰアドレス、元のホームペー
ジＵＲＬを、ネットワーク・デバイスのＩＰアドレスやそれ以外の特定の識別子情報と共
に、送信する。
【００３２】
　ステップ７０５では、図７に示されているように、ＤＴＤサーバは、エンド・ユーザか
ら、ローカルなＴ＆Ｃページに対するリクエストを受信する。この当初の交換の間に、以
下の例示的な情報がＤＴＤサーバによって取得され、プロファイル・エンジンに記録され
る。すなわち、エンド・ユーザのＭＡＣアドレスなどの識別子情報、ローカルなＩＰアド
レス、デフォルトのホームページＵＲＬ、ＲＣＤ及び／又はネットワーク・デバイスのＩ
Ｄ、ネットワークＩＰアドレス（例えば、ＲＣＤ、ネットワーク・デバイスなどに対する
もの）、位置ＩＤ、コンピュータ上のローカルな言語、オペレーティング・システム／デ
バイス特有な情報、ネスト・リクエストされたホームページ、サーベイ結果、日付及び時
刻情報、アクセス・デバイスから導かれるそれ以外の情報、ユーザの行動、ＲＣＤにおい
て又はＲＣＤによって生成されＵに関する情報などである。
【００３３】
　ステップ７１０では、ＤＴＤサーバは、データベースをチェックして、取得された識別
子がそれに関連付けられた既存のプロファイル（プロファイルＩＤ）を有しているかどう
かが調べられる。ステップ７１５では、プロファイルＩＤが存在しない場合には、その識
別子は、プロファイル・エンジンに追加され、プロファイルＩＤが割り当てられる。
【００３４】
　ステップ７２０では、位置ＩＤが、位置プロファイル・データベースにおいて、プロフ
ァイル・タグがオンとオフとのどちらに設定されているかがチェックされる。プロファイ
ル・タグは、識別されたユーザが既存のプロファイルを有しておりファイルにあるすべて
のサーベイ質問に回答している場合には、オフに設定される。プロファイル・エンジンが
回答未定のサーベイ質問への回答を必要としている場合には、プロファイル・タグはオン
に設定される。
【００３５】
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　ステップ７２５では、プロファイル・タグがオフに設定されている場合には、ローカル
なＴ＆Ｃページが、リクエストをしているエンド・ユーザのブラウザに送られる。
【００３６】
　ステップ７３０では、プロファイル・タグがオンに設定されている場合には、位置Ｔ＆
Ｃページは、ユーザ・プロファイルＩＤとＤＴＤサーバからの命令によりエンド・ユーザ
のブラウザに送られる要求されているサーベイ質問との一致が調べられる。エンド・ユー
ザは、ネットワーク上の任意の位置から質問された同じサーベイ質問には、決して回答す
ることはない。その理由は、ＤＴＤサーバは、ネットワークの全体で識別子のトラッキン
グをしているからである。
【００３７】
　ステップ８０５では、図８に示されているように、Ｔ＆Ｃを有するウェルカム・ページ
などの第１のデータが、エンド・ユーザに伝送される。このリターン・ページは、既に、
デバイスの能力に合うようにチューニングがなされたデバイスのタイプ、スクリーン・サ
イズ及びフォーマットに応じて、フォーマットされている。
【００３８】
　ステップ８１０では、エンド・ユーザは、Ｔ＆Ｃページの条件を受け入れるのか拒否す
るのかを質問される。サーベイ質問が更にこの場面で提供される場合には、ユーザは、先
に進むために、その質問に答えなければならない。
【００３９】
　ステップ８１５では、ユーザが（Ｔ＆Ｃに関する）不同意のボタンをクリックする場合
には、ユーザのブラウザは、ネットワークから接続を切断することを求められる挨拶のペ
ージにリダイレクトされる。あるいは、処理コンポーネントが、フルサービスよりも限定
されたウェブ体験のサービスを提供することによって、不同意の選択に応答する。例えば
、ＤＴＤサーバは、Ｔ＆Ｃに対して承諾した場合に提供されるものと比較して、ネットワ
ーク上でのユーザの時間や帯域幅を制限する、プライオリティの制限的な保証を与える、
及び／又は、それ以外のパフォーマンスを提供する、などである。場合によっては、これ
らの制限は、仮想プライベート・ネットワークをブロックして基本的なウェブ・ブラウジ
ングを提供することにより実現され、すなわち、企業ユーザなどのユーザが電子メールに
アクセスしたり、ネットワークと関連付けされている他の重要な機能を用いることができ
なくなる。この制限は、ＶｏＩＰパフォーマンスやビデオ・サービスのリアルタイムでの
ストリーミングが満足にはできなくなる程度までジッタ及び／又は遅延を導入することに
よって実現される。ただし、ウェブのブラウジングは、依然として可能である。
【００４０】
　ステップ８２０では、ユーザが受諾ボタンをクリックすると、別のリクエストがＤＴＤ
サーバに送信され、ユーザのペンディングになっている状態を付勢された状態に切り換え
るので、ユーザはインターネットを自由に用いることが可能になる。これは、アクセス・
ネットワークを用いる無制限モードであり、これにより、ユーザは、インターネットのす
べての特徴及び機能を使用することが可能になる。しかし、所定の及び／又はリアルタイ
ムのアクセス制御システムによってアクセスに修正を加えることも可能である。そのよう
な修正又は制御により、実際の帯域幅や考慮されている他のパフォーマンス特性を決定す
ることが可能になる。例えば、ある識別子については当該ネットワークにおいてＶＰＮア
クセスを制限するように予め決定されている場合には、特定のユーザ・アクセスに関する
任意のポリシーをこの段階で実現することが可能である。次に、ステップ８２５では、ス
プラッシュ・ページがユーザに伝送され、接続が開放される。
【００４１】
　ステップ９０５では、図９に示されているように、ＤＴＤサーバは、リクエストと当該
リクエストの時刻とを関連付けされたデータベースに登録する。ステップ９１０において
は、リクエストがサーベイに対する回答への応答を含む場合には、それらは、プロファイ
ル・エンジンに送られる。ステップ９１５では、サーベイへの回答は、プロファイル・エ
ンジンの中に既に記憶されているデータに照らして更新される。
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【００４２】
　ステップ９２０では、ＤＴＤサーバは、ここで、いくつかのコマンドをネットワーク・
デバイスに伝送して、ペンディングの状態を活性化（付勢）し、識別子ごとにアップロー
ド及びダウンロードの帯域幅速度を設定し、当該ネットワークに関してそのユーザのセッ
ションがいつ満了するかに関する満了時刻を設定する。
【００４３】
　ステップ９２５では、ユーザの位置ＩＤがチェックされ、その位置と関連付けされたス
ポンサを有しているかどうかが調べられる。ステップ９３０では、スポンサが存在しない
場合には、一般的なローカルなスプラッシュ・ページがリクエストしているユーザに送ら
れる。ステップ９３５では、位置プロファイル・データベースに基づいてスポンサが位置
ＩＤと関連づけられる場合には、関連のローカルな情報を有するスプラッシュ・ページと
、ユーザのプロファイルＩＤに基づいて狙いが定められた広告とが、ユーザに送られる。
【００４４】
　ステップ１００５では、図１０に示されているように、プロファイル・エンジン・サー
バが、データに対して、プロファイル・エンジン・アルゴリズムを実行する。プロファイ
ル・エンジン・アルゴリズムは、スケーリング値カウンタ・システムに基づいている。こ
のシステムでは、識別子又はＭＡＣアドレスのすべての相互作用に対して値が与えられる
（例えば、ＭＡＣアドレスは、ネットワークを用いた回数に応じてプロファイリングがな
され、あるいは、回答がなされたサーベイ質問に基づくプロファイリングがなされる）。
プロファイル・エンジンは識別子を用いてプロファイルを構築するため、関連付けがなさ
れたビット・バケットの中に情報を配置する。次に、リクエストは関連付けされたビット
・バケットとペアが作られ、スポンサ広告プロファイルにマップされる。最後には、それ
ぞれのスポンサとそれぞれの位置との関連付けがなされる。結果は、ステップ１０１０に
おいて、プロファイル・エンジン・デポジトリ・サーバに記憶される。
【００４５】
　特に、上述した無線の実装例に関しては、本発明は、直接アクセス、位置、トラフィッ
ク及びネットワーク動作に関して著しい効果を奏する。直接アクセスについては、本発明
は、顧客への直接接続を提供するのであって、コンテンツの配信の際にサードパーティが
介入することを排除し、ライセンシー／サブスクライバ／ベンダが、顧客との関係でそれ
ぞれの通信の開始点となることが可能である（例えば、ページ、フラッシュ・ページ、サ
ーチなど）。位置に関しては、本発明は、顧客の厳密な位置を提供するので、関係する広
告及び情報に著しく大きな価値を与えることができる。換言すると、顧客に関する情報は
精度が向上すればするほど、広告主にとってはその価値が大きくなる（例えば、命じられ
た広告及びそれ以外の通信に関して）。あるいは、地域、郵便番号など、顧客に関するよ
り一般的な位置が提供され、ユーザの匿名性が防御されることも可能である。トラフィッ
クに関する点については、この出願で開示されているコストに関する方法は、より大きな
アクセス可能性を提供している。というのは、コストは、競争に関する著しく重要なバリ
アになりうるからである。特に、本発明による方法を用いた実施例では、エンド・ユーザ
からの何らかの直接的な収入を必要とすることなく、ユーザによる無料のアクセスを提供
することができる（ただし、それぞれの加入の際には費用が発生する可能性がある）。こ
のように、トラフィックの最大化に関しては、本発明によるこれらの実施例は、以下のよ
うなネットワークの場合に特に有益である。すなわち、（１）キャリア・クラス、（２）
ログオンが容易である、（３）至るところにある（ubiquitous）。最後に、ネットワーク
動作に関しては、本発明による方法は、従来技術によるこの種のネットワーク・アクセス
と比較して、比較的低い機器コストを提供する。更に、本発明を用いずにこの品質を有す
るネットワークを実装／管理する場合に生じる費用を回避することができる。
【００４６】
　以上で説明した技術は、ＷｉＦｉネットワークの動作に関して格別の応用を有する。特
に、ＷｉＦｉ技術と密接に関連する企業の場合にそうであると言える。本発明によるシス
テム及び方法は、ネットワーク管理及び動作、データ収集及び統合、ユーザ・デモグラフ
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ィクス（人口学的情報）のリアルタイムでの提供、位置及びそれ以外の情報、ＷｉＦｉネ
ットワーク使用に関する報告（概略、統計、リアルタイムでも可能）などの分野で、多く
の効果を有する。例えば、ＷｉＦｉに関する実施例は、サービス・プロバイダ、ポータル
、インターネット、それらの中間形態への格別の応用可能性を有する。
【００４７】
　例えば、これらのＷｉＦｉに関する実施例は、ログインの際の電話の認証／承認、統計
処理及び課金のためのコールのロギング、ネットワーク管理（例えば、帯域幅、ポートな
ど）、セキュリティ管理（例えば、ファイアウォール、不要なサードパーティの排除など
）など、ＶｏＩＰ（Voice over IP）インターネット電話会社のようなサービス・プロバ
イダの場合に特に効果が大きい。これらのＷｉＦｉに関する実施例は、また、リアルタイ
ムでのユーザ・デモグラフィクスや位置など、迅速な名宛人が指定された広告などのポー
タルの場合に著しい効果を奏する。これらのＷｉＦｉに関する実施例は、更に、ウェブペ
ージに表示された広告（例えば、バナー広告）を有するサービス・プロバイダの多くのレ
イヤのすべてに応用可能な情報管理など、インターネットや中間形態（intermediaries）
に大きな効果を与える。
【００４８】
　他の例示的な実装例では、本発明は、ネットワークのユーザによって実行されるクリッ
ク詐欺などのアクティビティを防止するのに役立つ。この場合、ＤＴＤサーバ１６０は、
ネットワーク上のすべてのデバイスに関する識別子（ＭＡＣアドレスなど）に関する情報
を有している。この情報は、（広告、マーケティング媒体などに関する）クリックの累積
的な回数と関連付けが可能であり、これを用いて、異常な回数のクリックがなされていな
いかどうかなど更なる監査をトリガするのに用いることができる。これにより、ネットワ
ークのオペレータは、例えば、そのような異常な行動に関する情報を提供することが可能
になる。これが重要であるのは、クリックの合計回数を用いて、特定のウェブ・サイト及
び／又は特定の広告主の広告又はコンテンツをクリックした回数をトレースして調べるこ
とができるからである。結果として、本発明は、クリック詐欺をモニタして防止するため
のアラート機構及びトレース機構の両方として用いることが可能である。更に、必要な場
合には、攻撃を加えてくるデバイスからのネットワークへのアクセスを、その識別子に基
づいてブロックし、それによって、当該ユーザのネットワークへのアクセスや、詐欺的で
不法な行為の継続を不可能にすることができる。
【００４９】
　別の例示的な実装例では、本発明は、セキュリティ及びアクセス制御の分野でも効果を
奏することができる。ユーザ識別子（ＭＡＣアドレスなど）は、ネットワークにおいて既
知であるので、ダイナミック・データベースにマップすることができる。このデータベー
スは、ネットワーク、ウェブ・サイト、及び／又は、１又は複数のネットワーク上の特定
の種類のデジタル・コンテンツへのアクセスに関する物理的なマシン認証の二次的な機構
として用いることができる。ＤＴＤサーバは、すべてのデバイスのデータベースを有して
いるので、多数のサードパーティ・データベースとのインターフェースが可能である。例
えば、緊急応答状況にネットワークへの高い優先順位を有するアクセスが許されたユーザ
に関するデータベースとのインターフェースを有している。例えば、ネットワーク全体へ
の又は特別の人口学的意味を有する位置だけに向けられる場合などがありうる。従って、
そのようなデータベースに関する複数の種類のアクセス、規則、シンタクス、関連付けな
どが、ＤＴＤサーバの内部でなされ、これらのデータベースの一意的な組合せに基づいて
ネットワークがサービスやコンテンツへのアクセスに関するインテリジェントな規則を構
築することが可能になり、それらをデバイスの識別子に適用することが可能になる。
【００５０】
　更に別の例示的な実装例では、本発明は、また、コンテンツを規則ベースでブロックす
るという分野においても効果を奏することができる。特に、ＤＴＤサーバを用いて、望ま
れていない場合には、コンテンツが配信されないことを保証することができる。この機能
は、例えば、ネットワークＴＶブロードキャストが、世界の特定尾地域において特定の放
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映時間に予定されている場合や、映画やそれ以外のデジタル・コンテンツがネットワーク
において注意深く制御された態様でリリースされる場合に、応用が可能である。このタイ
プのコンテンツと関連する規則を有することによって、ＤＴＤサーバは、当該ユーザが適
切なコンテンツを受信し再生する見地を有しているかどうかを判断することができる。そ
のような権利は、伝統的なＤＲＭ技術の基づくものではなく、むしろ、時間、位置、コン
テンツ・プロバイダが特定することができる他のパラメータに基づく。例えば、オンライ
ン・プログラムがオーストラリアでリリースされる場合に、ニューヨークでは数時間後の
リリース時間が予定されているならば、コンテンツ・プロバイダは、コンテンツにタグを
付けて、コンテンツの作成者／配給者によって決定された適切なリリース時間まで、ダウ
ンロード及び／又は再生が不可能にすることにできる。特定のユーザ識別子を用いること
で、識別子とＤＴＤサーバとの関連付けによって、データベース・インターフェースを用
いネットワーク経由で行使が可能な一連のデジタル権利管理が保証され、コンテンツに関
する権利及び規則をコンテンツの配給者によって行使することが可能になる。
【００５１】
　本発明の実施例は、以下で述べる内容の１又は複数に従っている。
【００５２】
　Ａ１．パブリック（公共的な）アクセス・ネットワークのユーザを結合する（engage）
システムであって、
　パブリック・アクセス・ネットワークと関連付けられている処理コンポーネントであっ
て、処理ソフトウェアが記憶されているコンピュータ可読な媒体と関連付けられている処
理コンポーネントと、
　ユーザ・アクセス・デバイスのユーザと関連付けられているリクエストであって前記パ
ブリックアクセス・ネットワークを用いる承認を求めるリクエストを伝送するユーザ・ア
クセス・デバイスであって、前記リクエストと共に前記ユーザ・アクセス・デバイスのＩ
Ｐアドレスを伝送することを含む、ユーザ・アクセス・デバイスと、
　を含んでおり、前記処理コンポーネントは、
　前記処理ソフトウェアによって前記ＩＰアドレスの関数として決定されスプラッシュ・
ページを含む第１のデータを伝送し、
　前記ユーザ・アクセス・デバイスのために前記ネットワークへの接続を開放する。
【００５３】
　Ａ２．パブリック（公共的な）アクセス・ネットワークのユーザを結合する（engage）
システムであって、
　パブリック・アクセス・ネットワークと関連付けられている処理コンポーネントであっ
て、処理ソフトウェアが記憶されているコンピュータ可読な媒体と関連付けられている処
理コンポーネントと、
　ユーザ・アクセス・デバイスのユーザと関連付けられているリクエストであって前記パ
ブリックアクセス・ネットワークを用いる承認を求めるリクエストを伝送するユーザ・ア
クセス・デバイスであって、前記リクエストと共に前記ユーザ・アクセス・デバイスのＩ
Ｐアドレスを伝送することを含む、ユーザ・アクセス・デバイスと、
　を含んでおり、前記処理コンポーネントは、
　前記処理ソフトウェアによって前記ＩＰアドレスの関数として決定され前記アクセス・
デバイスの位置に基づく情報を含む第１のデータを伝送し、
　前記ユーザ・アクセス・デバイスのために前記ネットワークへの接続を開放する。
【００５４】
　Ａ３．パブリック（公共的な）アクセス・ネットワークのユーザを結合する（engage）
システムであって、
　パブリック・アクセス・ネットワークと関連付けられている処理コンポーネントであっ
て、処理ソフトウェアが記憶されているコンピュータ可読な媒体と関連付けられている処
理コンポーネントと、
　ユーザ・アクセス・デバイスのユーザと関連付けられているリクエストであって前記パ
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ブリックアクセス・ネットワークを用いる承認を求めるリクエストを伝送するユーザ・ア
クセス・デバイスであって、前記リクエストと共に前記ユーザ・アクセス・デバイスのＩ
Ｐアドレスを含むユーザに関する識別子情報を伝送することを含む、ユーザ・アクセス・
デバイスと、
　を含んでおり、前記処理コンポーネントは、
　前記処理ソフトウェアによって前記ＩＰアドレスの関数として決定され前記アクセス・
デバイスの位置に基づく情報を含む第１のデータを伝送し、
　前記ユーザ・アクセス・デバイスのために前記ネットワークへの接続を開放する。
【００５５】
　Ａ４．パブリック（公共的な）アクセス・ネットワークのユーザを結合する（engage）
システムであって、
　パブリック・アクセス・ネットワークと関連付けられている処理コンポーネントであっ
て、処理ソフトウェアが記憶されているコンピュータ可読な媒体と関連付けられている処
理コンポーネントと、
　ユーザ・アクセス・デバイスのユーザと関連付けられているリクエストであって前記パ
ブリックアクセス・ネットワークを用いる承認を求めるリクエストを伝送するユーザ・ア
クセス・デバイスであって、前記リクエストと共に前記ユーザ・アクセス・デバイスのＩ
Ｐアドレスを伝送することを含む、ユーザ・アクセス・デバイスと、
　を含んでおり、前記処理コンポーネントは、
　前記処理ソフトウェアによって前記ＩＰアドレスの関数として決定され前記アクセス・
デバイスの使用に関する条件／規定情報を含む第１のデータを伝送し、
　前記ユーザ・アクセス・デバイスのために前記ネットワークへの接続を開放する。
【００５６】
　Ａ５．パブリック（公共的な）アクセス・ネットワークのユーザを結合する（engage）
システムであって、
　パブリック・アクセス・ネットワークと関連付けられている処理コンポーネントであっ
て、処理ソフトウェアが記憶されているコンピュータ可読な媒体と関連付けられている処
理コンポーネントと、
　ユーザ・アクセス・デバイスのユーザと関連付けられているリクエストであって前記パ
ブリックアクセス・ネットワークを用いる承認を求めるリクエストを伝送するユーザ・ア
クセス・デバイスであって、前記リクエストと共にユーザ・ログイン情報を伝送すること
を含む、ユーザ・アクセス・デバイスと、
　を含んでおり、前記処理コンポーネントは、
　前記処理ソフトウェアによって前記ユーザ・ログイン情報の関数として決定されスプラ
ッシュ・ページを含む第１のデータを伝送し、
　前記ユーザ・アクセス・デバイスのために前記ネットワークへの接続を開放する。
【００５７】
　Ａ６．パブリック（公共的な）アクセス・ネットワークのユーザを結合する（engage）
システムであって、
　パブリック・アクセス・ネットワークと関連付けられている処理コンポーネントであっ
て、処理ソフトウェアが記憶されているコンピュータ可読な媒体と関連付けられている処
理コンポーネントと、
　ユーザ・アクセス・デバイスのユーザと関連付けられているリクエストであって前記パ
ブリックアクセス・ネットワークを用いる承認を求めるリクエストを伝送するユーザ・ア
クセス・デバイスであって、前記リクエストと共にユーザ・ログイン情報を伝送すること
を含む、ユーザ・アクセス・デバイスと、
　を含んでおり、前記処理コンポーネントは、
　前記処理ソフトウェアによって前記ユーザ・ログイン情報の関数として決定され前記ア
クセス・デバイスの位置に基づく情報を含む第１のデータを伝送し、
　前記ユーザ・アクセス・デバイスのために前記ネットワークへの接続を開放する。
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【００５８】
　Ａ７．パブリック（公共的な）アクセス・ネットワークのユーザを結合する（engage）
システムであって、
　パブリック・アクセス・ネットワークと関連付けられている処理コンポーネントであっ
て、処理ソフトウェアが記憶されているコンピュータ可読な媒体と関連付けられている処
理コンポーネントと、
　ユーザ・アクセス・デバイスのユーザと関連付けられているリクエストであって前記パ
ブリックアクセス・ネットワークを用いる承認を求めるリクエストを伝送するユーザ・ア
クセス・デバイスであって、前記リクエストと共にユーザ・ログイン情報を含む前記ユー
ザに関する識別子情報を伝送することを含む、ユーザ・アクセス・デバイスと、
　を含んでおり、前記処理コンポーネントは、
　前記処理ソフトウェアによって前記ユーザ・ログイン情報の関数として決定され前記ア
クセス・デバイスの位置に基づく情報を含む第１のデータを伝送し、
　前記ユーザ・アクセス・デバイスのために前記ネットワークへの接続を開放する。
【００５９】
　Ａ８．パブリック（公共的な）アクセス・ネットワークのユーザを結合する（engage）
システムであって、
　パブリック・アクセス・ネットワークと関連付けられている処理コンポーネントであっ
て、処理ソフトウェアが記憶されているコンピュータ可読な媒体と関連付けられている処
理コンポーネントと、
　ユーザ・アクセス・デバイスのユーザと関連付けられているリクエストであって前記パ
ブリックアクセス・ネットワークを用いる承認を求めるリクエストを伝送するユーザ・ア
クセス・デバイスであって、前記リクエストと共にユーザ・ログイン情報を伝送すること
を含む、ユーザ・アクセス・デバイスと、
　を含んでおり、前記処理コンポーネントは、
　前記処理ソフトウェアによって前記ユーザ・ログイン情報の関数として決定され前記パ
ブリックアクセス・ネットワークの使用に関する条件／規定情報を含む第１のデータを伝
送し、
　前記ユーザ・アクセス・デバイスのために前記ネットワークへの接続を開放する。
【００６０】
　Ａ９．Ａ１を有する方法及び／又はコンピュータ可読媒体。
【００６１】
　Ａ１０．Ａ２を有する方法及び／又はコンピュータ可読媒体。
【００６２】
　Ａ１１．Ａ３を有する方法及び／又はコンピュータ可読媒体。
【００６３】
　Ａ１２．Ａ４を有する方法及び／又はコンピュータ可読媒体。
【００６４】
　Ａ１３．Ａ５を有する方法及び／又はコンピュータ可読媒体。
【００６５】
　Ａ１４．Ａ６を有する方法及び／又はコンピュータ可読媒体。
【００６６】
　Ａ１５．Ａ７を有する方法及び／又はコンピュータ可読媒体。
【００６７】
　Ａ１６．Ａ８を有する方法及び／又はコンピュータ可読媒体。
【００６８】
　Ａ１７．Ａ１ないしＡ１６のいずれかを有するシステム、方法及び／又はコンピュータ
可読媒体であり、スプラッシュ・ページがスポンサと関連付けられたスポンサ・メディア
を含む。
【００６９】
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　Ａ１８．Ａ１ないしＡ１７のいずれかを有するシステム、方法及び／又はコンピュータ
可読媒体であり、処理コンポーネントは、ＩＰアドレスとデータベースとを相互に参照し
て、地理的位置を決定する。
【００７０】
　Ａ１９．Ａ１ないしＡ１８のいずれかを有するシステム、方法及び／又はコンピュータ
可読媒体であり、前記第１のデータは前記ユーザと関連付けられている計算デバイスのＭ
ＡＣアドレスを含む。
【００７１】
　Ａ２０．Ａ１ないしＡ１９のいずれかを有するシステム、方法及び／又はコンピュータ
可読媒体であり、前記第１のデータはアクセス・デバイスＩＤを含む。
【００７２】
　Ａ２１．Ａ１ないしＡ２０のいずれかを有するシステム、方法及び／又はコンピュータ
可読媒体であり、前記第１のデータは前記ユーザ又は前記アクセス・デバイスと関連付け
られている地理的位置を示す情報を含む。
【００７３】
　Ａ２２．Ａ１ないしＡ２１のいずれかを有するシステム、方法及び／又はコンピュータ
可読媒体であり、前記処理コンポーネントは、使用頻度と使用パターンとセッションの長
さと使用時刻とローカル・ユーザの使用と訪問ユーザの使用との中の１つ又は複数を含む
使用関係情報を決定する。
【００７４】
　Ａ２３．Ａ１ないしＡ２２のいずれかを有するシステム、方法及び／又はコンピュータ
可読媒体であり、前記処理コンポーネントは、リアルタイムの履歴記録を含むユーザ情報
を決定する。
【００７５】
　Ａ２４．Ａ１ないしＡ２３のいずれかを有するシステム、方法及び／又はコンピュータ
可読媒体であり、前記処理コンポーネントは、リアルタイムの履歴記録を含むユーザ情報
を維持する。
【００７６】
　Ａ２５．Ａ１ないしＡ２４のいずれかを有するシステム、方法及び／又はコンピュータ
可読媒体であり、前記処理コンポーネントは、前記ネットワークと関連付けられているユ
ーザ・アクティビティのセキュリティ又はインテグリティを前記ユーザが上昇させること
を認証する。
【００７７】
　Ａ２６．Ａ１ないしＡ２５のいずれかを有するシステム、方法及び／又はコンピュータ
可読媒体であり、前記処理コンポーネントは、ビジネス上の／商業的な利益に関し位置に
特有の又は位置に基づくデータ／情報（例えば、広告など）を配信する。
【００７８】
　Ａ２７．Ａ１ないしＡ２６のいずれかを有するシステム、方法及び／又はコンピュータ
可読媒体であり、データ記憶デバイスを更に含んでおり、前記処理コンポーネントは、ユ
ーザ情報を収集して、前記ユーザ情報に基づいて特定のユーザのためのプロファイルを構
築する。
【００７９】
　Ａ２８．Ａ１ないしＡ２７のいずれかを有するシステム、方法及び／又はコンピュータ
可読媒体であり、前記ユーザ・ログイン情報は、ユーザ名とパスワード情報とを含む。
【００８０】
　本発明のこれ以外の実施例は、当業者には、この出願において開示された本発明に関す
る明細書及び実現例を考慮することによって明らかになる。この明細書及び実施例は例示
的なものに過ぎず、本発明の真の範囲及び精神は、本発明の１又は複数の実施例に関する
特許請求の範囲の記載を以上の明細書の記載に照らして解釈することにより、示されてい
る。
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【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明に関係するいくつかの特徴と共通する例示的なコンピュータ・システムの
ブロック図である。
【図２】本発明の１つ又は複数の実施例によるネットワーク動作と情報処理とを実現する
例示的なプロセスを図解する流れ図である。
【図３】本発明の１つ又は複数の実施例によるネットワーク動作と情報処理とを実現する
例示的なプロセスを図解する流れ図である。
【図４】本発明の１つ又は複数の実施例によるネットワーク動作と情報処理とを実現する
例示的なプロセスを図解する流れ図である。
【図５】本発明の１つ又は複数の実施例によるネットワーク動作と情報処理とを実現する
例示的なプロセスを図解する流れ図である。
【図６】本発明の１つ又は複数の実施例によるネットワーク動作と情報処理とを実現する
例示的なプロセスを図解する流れ図である。
【図７】本発明の１つ又は複数の実施例によるネットワーク動作と情報処理とを実現する
例示的なプロセスを図解する流れ図である。
【図８】本発明の１つ又は複数の実施例によるネットワーク動作と情報処理とを実現する
例示的なプロセスを図解する流れ図である。
【図９】本発明の１つ又は複数の実施例によるネットワーク動作と情報処理とを実現する
例示的なプロセスを図解する流れ図である。
【図１０】本発明の１つ又は複数の実施例によるネットワーク動作と情報処理とを実現す
る例示的なプロセスを図解する流れ図である。
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【国際調査報告】
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